
令和５年７月２５日 

 

事業者の方へ 

 

 

西海市総務部総務課 

 

 

 

営繕工事に係る契約書につづる設計図書について 

 

 西海市では、契約書につづる設計図書について契約上拘束される書類とそうでな

い書類を明確にするため下記のとおりの取り扱いに改めますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．適用工事 

西海市が発注する営繕工事（建築物の新築・改修・修繕等） 

 

２．編集方法 

縦覧設計書の内、設計図書と参考資料を分割・編集する。 

 

３．設計図書の内容（契約上、拘束する） 

  設計図書は、工事目的物の品質・規格・数量など、発注者が契約事項として指

定する情報や個々の工事における特記事項を記載する。 

なお、設計図書は契約事項が記載された書類であるため、契約図書の一部とな

る。 

 

４．参考資料の内容（契約上、拘束しない） 

  参考資料は、入札参加業者の適正・迅速な見積もりに必要な情報（積算に用い

た建築資材、建設機械の機種・規格、指定仮設以外の仮設の数量など）を記載す

る。 

  また、見積もりにより決定した歩掛等を積算に使用した場合は参考資料におい

て、数量（工数等）を公表する。ただし、県及びその他の機関等により公表され

ている積算基準による数量（工数等）は非表示とする 

  なお、参考資料は契約上の拘束力を生ずるものでないため、契約図書には添付

されない。 

  



５．契約書の作成 

契 約 書 に 

綴 る 書 類 

（設計図書） 

① 西海市建設工事標準請負契約書 

② 仲裁合意書 

③ 必要に応じて別紙の「解体工事に要する費用等」 

④ 質疑回答書 

⑤ 設計図書表紙 

⑥ 現場説明書 

⑦ 特記仕様書 

⑧ 図面（原則Ａ３版） 

契 約 書 に

綴らない書類 

（参考資料） 

⑨ 参考資料表紙 

⑩ 本工事内訳書 

⑪ 工事明細書 

⑫ 特殊単価一覧（見積もり単価等を公表する） 

 

６．落札時に渡す書類 

  改め前：④～⑫ ２部 

  改め後：④～⑧ ２部 

 

７．実施時期 

令和５年８月１日以降に契約を締結する工事から実施します。 

お問い合わせ 

西海市総務部総務課契約班 

０９５９－３７－００２６ 

設計図書 


